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規規 則則

風 致 地 区 内 に お け る 建 築 等 の 規 制 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を

改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

平 成 十 九 年 七 月 五 日

宮 崎 県 知 事 東 国 原 英 夫

宮 崎 県 規 則 第 五 十 六 号

風 致 地 区 内 に お け る 建 築 等 の 規 制 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 の 一

部 を 改 正 す る 規 則

風 致 地 区 内 に お け る 建 築 等 の 規 制 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 （ 昭 和 四

十 五 年 宮 崎 県 規 則 第 三 十 三 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 七 条 中 第 五 号 を 削 り 、 第 六 号 を 第 五 号 と し 、 第 七 号 か ら 第 十 号

ま で を 一 号 ず つ 繰 り 上 げ る 。

附 則

こ の 規 則 は 、 平 成 十 九 年 十 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

告告 示示

宮崎県告示第 596号

水防法（昭和24年法律第 193号）第14条第１項の規定により川内

川水系長江川に係る浸水想定区域を指定し、及び当該区域が浸水し

た場合に想定される水深を定めたので、同条第３項の規定により公

表する。

なお、関係図面は、宮崎県県土整備部河川課及び宮崎県小林土木

事務所において一般の縦覧に供する。

平成19年７月５日

宮崎県知事 東国原 英 夫

土地改良法（昭和24年法律第 195号）第18条第16項の規定により、

大淀川右岸土地改良区（宮崎市）の役員の就任及び退任について次

のとおり届出があった。

平成19年７月５日

宮崎県知事 東国原 英 夫

１ 就任した役員

公公 告告

住 所氏 名役 名

宮崎市田野町乙9303番地17丸 目 賢 一理 事 長

宮崎市船塚３丁目82番地１津 村 重 光副理事長

清武町大字今泉丙 654番地一ノ瀬 良 尚副理事長

宮崎市小松台北町25番地５木 下 忠 男理 事

清武町大字今泉丙1518番地８川 越 繁 美理 事

宮崎市田野町乙4271番地菊 地 庸 裕会計理事

宮崎市田野町甲5014番地３磯 貝 輔 博理 事

宮崎市田野町乙1039番地藤 野 吉 郎理 事

宮崎市田野町甲 12961番地イ号津 田 勝理 事

宮崎市田野町乙 13167番地３川 越 正 則理 事

宮崎市田野町乙9185番地１後 藤 兼 久理 事

宮崎市田野町甲2030番地２船ヶ山 信 光理 事



宮 崎 県 公 報平成 19年 ７ 月 ５ 日（木曜日） 第 1893号

害 2害

（任期：平成23年３月31日まで）

２ 退任した役員

土地改良法（昭和24年法律第 195号）第18条第16項の規定により、

中津留土地改良区（日南市）の役員の就任及び退任について次のと

おり届出があった。

平成19年７月５日

宮崎県知事 東国原 英 夫

１ 就任した役員

（任期：平成21年５月17日まで）

２ 退任した役員

宮崎市田野町甲2826番地１竹ノ内 健理 事

清武町大字今泉甲4689番地乙松 元 紀 年理 事

清武町大字今泉丙 631番地３大岩根 宏 之理 事

清武町大字今泉丙2158番地長 友 忠 利理 事

清武町大字船引1249番地野 崎 定 政理 事

清武町大字船引7104番地ロ妻 木 和 徳庶務理事

宮崎市古城町犬ノ馬場3573番地小岩屋 正 勝工事担当

理 事

宮崎市古城町長田5845番地戸 高 博理 事

宮崎市大字熊野7024番地２鈴 木 隆総括監事

宮崎市田野町乙 666番地蛯 原 正 浩監 事

清武町大字船引7137番地長 友 良 記監 事

住 所氏 名役 名

宮崎市田野町甲2818番地丸 目 賢 一理 事 長

宮崎市橘通西１丁目１番地１号津 村 重 光副理事長

清武町大字船引 204番地一ノ瀬 良 尚副理事長

宮崎市橘通西１丁目１番地１号高 瀬 昌 介理 事

宮崎市田野町甲5194番地１古 瀬 康 人理 事

宮崎市田野町乙4271番地菊 地 庸 裕会計理事

宮崎市田野町乙1039番地藤 野 吉 郎理 事

宮崎市田野町甲 12961番地イ号津 田 勝理 事

宮崎市田野町乙 13167番地３川 越 正 則理 事

宮崎市田野町乙9185番地１後 藤 兼 久理 事

宮崎市田野町乙9686番地の２安 藤 秀 秋理 事

宮崎市田野町甲2826番地１竹ノ内 健理 事

清武町大字船引1414番地ロ～１黒 木 萬 市理 事

清武町大字今泉甲3028番地平 原 正 國理 事

清武町大字木原5928番地イ小 倉 重 俊庶務理事

清武町大字今泉甲4507番地３黒 木 宗 重理 事

清武町大字船引7238番地長 友 寛 昭理 事

宮崎市古城町犬ノ馬場3573番地小岩屋 正 勝工事担当

理 事

宮崎市古城町長田5845番地戸 高 博理 事

宮崎市橘通西１丁目１番地１号鈴 木 隆総括監事

宮崎市大字細江椎屋形4664番地貴 島 直 也監 事

清武町大字船引7261番地黒 木 政 章監 事

住 所氏 名役 名

日南市大字酒谷乙6179番地中 村 丸 夫理 事

日南市大字酒谷乙5107番地金 丸 益 三理 事

日南市大字酒谷乙4249番地１小 野 慎 一理 事

日南市大字酒谷乙6109番地２伊豆本 喜 一理 事

日南市大字酒谷乙2833番地大 塚 達 男理 事

日南市大字酒谷乙6305番地３高 橋 透監 事

日南市大字酒谷乙5055番地黒 木 英 則監 事

住 所氏 名役 名

日南市大字酒谷乙6179番地中 村 丸 夫理 事

日南市大字酒谷乙5107番地金 丸 益 三理 事

日南市大字酒谷乙4249番地１小 野 慎 一理 事
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土地改良法（昭和24年法律第 195号）第18条第16項の規定により、

勝岡土地改良区（三股町）の役員の就任及び退任について次のとお

り届出があった。

平成19年７月５日

宮崎県知事 東国原 英 夫

１ 就任した役員

（任期：平成23年６月11日まで）

２ 退任した役員

土地改良法（昭和24年法律第 195号）第18条第16項の規定により、

今町土地改良区（都城市）の役員の退任について次のとおり届出が

あった。

平成19年７月５日

宮崎県知事 東国原 英 夫

１ 退任した役員

土地改良法（昭和24年法律第 195号）第30条第２項の規定により、

湯之元土地改良区（高原町）から平成19年５月16日付けで申請のあ

った定款の変更を認可した。

平成19年７月５日

宮崎県知事 東国原 英 夫

土地改良法（昭和24年法律第 195号）第30条第２項の規定により、

中津留土地改良区（日南市）から平成19年６月６日付けで申請のあ

った定款の変更を認可した。

平成19年７月５日

宮崎県知事 東国原 英 夫

建設業法（昭和24年法律第 100号）第29条第１項の規定により、

建設業者許可を次のとおり取り消した。

平成19年７月５日

宮崎県知事 東国原 英 夫

日南市大字酒谷乙6109番地２伊豆本 喜 一理 事

日南市大字酒谷乙2833番地大 塚 達 男理 事

日南市大字酒谷乙6305番地３高 橋 透監 事

日南市大字酒谷乙5055番地黒 木 英 則監 事

住 所氏 名役 名

三股町大字蓼池1345番地重 久 邦 仁理 事 長

三股町新馬場40番地２宋 畑 古 佐副理事長

都城市郡元町2823番地戸 高 三 郎会計担当

理 事

三股町大字蓼池1467番地橋 口 征 男理 事

三股町大字蓼池1333番地７田 口 善 征理 事

三股町大字蓼池1029番地大河内 清 彦理 事

三股町大字蓼池 922番地１有 村 三 郎理 事

三股町大字樺山2290番地山 元 達 美理 事

三股町大字蓼池 632番地８下 沖 静 雄理 事

都城市神之山町2365番地瀬 戸 厚 男理 事

三股町大字樺山4672番地 143有 村 明 男監 事

三股町大字蓼池1475番地１西 田 節監 事

都城市神之山町1927番地下 村 哲 二監 事

住 所氏 名役 名

三股町大字蓼池1345番地重 久 邦 仁理 事 長

三股町大字蓼池 343番地草 留 定 治副理事長

三股町新馬場40番地２宋 畑 古 佐会計担当

理 事

三股町大字蓼池 632番地８下 沖 静 雄理 事

三股町大字蓼池1467番地橋 口 征 男理 事

三股町大字蓼池1019番地１山 元 綱 数理 事

三股町大字樺山2290番地山 元 達 美理 事

都城市郡元町2823番地戸 高 三 郎理 事

都城市神之山町2365番地瀬 戸 厚 男理 事

三股町大字樺山4672番地 143有 村 明 男監 事

三股町大字蓼池1475番地１西 田 節監 事

都城市神之山町1927番地下 村 哲 二監 事

住 所氏 名役 名

都城市今町7198番地高 橋 武 正理 事
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処分をした年月日
処分の原因と

なった事実

処分の内容処分を受けた建設業者

取り消した業種
許可の
区分

主たる営業
所の所在地

代表者の氏名商号又は名称許可番号

平成19年５月31日
（一部廃業）

平成19年５月
31日付けで廃
業した旨の届

建築工事業、大工工
事業

特定宮崎県日向
市曽根町２
－ 104

遠藤 隆司叙遠藤建設宮 崎 県 知 事 許 可

(特－14)第 339号

平成19年５月31日
（一部廃業）

平成19年５月
31日 〃

土木工事業、とび・
土工工事業、ほ装工
事業

特定宮崎県小林
市大字堤30
45

恒見 道則叙田原建設宮 崎 県 知 事 許 可

(特－14)第 352号

平成19年５月９日
（全廃業）

平成19年５月
９日 〃

土木工事業、とび・
土工工事業

特定宮崎県西都
市大字鹿野
田8675－イ

酒井 久夫女酒井建設宮 崎 県 知 事 許 可

(特－18)第1166号

平成19年５月９日
（一部廃業）

平成19年５月
９日 〃

管工事業一般宮崎県都城
市姫城町27
－31

遠矢 正秋叙遠矢建設宮 崎 県 知 事 許 可

(般－17)第1301号

平成19年５月16日
（全廃業）

平成19年５月
16日 〃

土木工事業、建築工
事業、とび・土工工
事業、管工事業、タ
イル・れんが・ブロ
ック工事業、ほ装工
事業

一般宮崎県宮崎
市高岡町五
町 300－１

玉利 朋久玉利建設叙宮 崎 県 知 事 許 可

(般－16)第2237号

平成19年５月８日
（一部廃業）

平成19年５月
８日 〃

造園工事業特定宮崎県西臼
杵郡高千穂
町大字三田
井29－５

石川 幹裕石川建設叙宮 崎 県 知 事 許 可

(特－14)第2295号

平成19年５月７日
（全廃業）

平成19年５月
７日 〃

土木工事業、とび・
土工工事業、管工事
業、ほ装工事業、造
園工事業

一般宮崎県児湯
郡都農町大
字川北5753
－１

岡崎 勇一郎女岡崎建設宮 崎 県 知 事 許 可

(般－14)第2426号

平成19年５月１日
（全廃業）

平成19年５月
１日 〃

建築工事業、管工事
業

一般宮崎県都城
市郡元１－
11－10

東山 義夫東山建設叙宮 崎 県 知 事 許 可

(般－14)第3434号

平成19年５月１日
（全廃業）

平成19年５月
１日 〃

土木工事業、とび・
土工工事業、ほ装工
事業、造園工事業、
水道施設工事業

特定宮崎県都城
市郡元１－
11－10

東山 義夫東山建設叙宮 崎 県 知 事 許 可

(特－14)第3434号

平成19年４月23日
（一部廃業）

平成19年４月
23日 〃

大工工事業一般宮崎県宮崎
市大字赤江
974－７

八重尾 善也女江崎工務店宮 崎 県 知 事 許 可

(般－17)第5211号

平成19年５月28日
（一部廃業）

平成19年５月
28日 〃

建築工事業、管工事
業

一般宮崎県西諸
県郡野尻町
大字東麓21
91－４

田爪 幸子女田爪建設宮 崎 県 知 事 許 可

(般－17)第5231号

平成19年５月25日
（一部廃業）

平成19年５月
25日 〃

ほ装工事業、水道施
設工事業

一般宮崎県延岡
市北一ケ岡
４－13－17

黒木 正臣叙クロキ宮 崎 県 知 事 許 可

(般－17)第6132号

平成19年５月24日
（一部廃業）

平成19年５月
24日 〃

土木工事業、とび・
土工工事業、石工事
業、綱構造物工事業、
ほ装工事業、しゅん
せつ工事業、水道施
設工事業

一般宮崎県児湯
郡都農町大
字川北2148
－１

黒木 好好建設宮 崎 県 知 事 許 可

(般－15)第6356号

平成19年５月31日
（一部廃業）

平成19年５月
31日 〃

管工事業、造園工事
業

特定宮崎県西臼
杵郡高千穂
町大字押方
941－１

清水 幸男叙清水工業宮 崎 県 知 事 許 可

(特－17)第7279号

平成19年５月30日
（一部廃業）

平成19年５月
30日 〃

管工事業一般宮崎県都城
市丸谷町17
01－２

野蒼 武博女野蒼土建宮 崎 県 知 事 許 可

(般－18)第7296号

平成19年５月15日平成19年５月土木工事業、とび・一般宮崎県都城川東 正一川東水道宮 崎 県 知 事 許 可
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落札者等の公告

一般競争入札により落札者を決定したので、次のとおり公示する。

平成19年７月５日

宮崎県知事 東国原 英 夫

１ 落札に係る調達件名及び数量

ＬＡＮ用クライアントパソコン賃貸借 一式（1,386台）

２ 契約に関する事務を担当する部局等

宮崎県地域生活部情報政策課システム運用担当 宮崎市橘通東

２丁目10番１号

３ 落札者を決定した日

平成19年４月27日

４ 落札者の氏名及び住所

茨 株式会社システム開発 宮崎市大橋３丁目 101番地１

芋 ＮＥＣリース株式会社 東京都港区芝五丁目29番11号

５ 落札金額

236,544,462円

６ 一般競争入札の公告を行った日

平成19年３月15日

落札者等の公告

企画提案コンペ型入札により落札者を決定したので、次のとおり

公示する。

平成19年７月５日

宮崎県知事 東国原 英 夫

１ 契約に係る調達件名及び数量

遺失物管理システム一式の賃貸借契約

２ 契約に関する事務を担当する部局等

宮崎県警察本部警務部会計課 宮崎市旭１丁目８番28号

３ 落札者を決定した日

平成19年５月17日

４ 契約の相手方の氏名及び住所

茨 日本電気株式会社 東京都港区芝五丁目７番１号

芋 ＮＥＣリース株式会社 東京都港区芝五丁目29番11号

５ 契約に係る契約金額

118,755,000円

６ 一般競争入札の公告を行った日

平成19年１月22日
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（全廃業）15日付けで廃
業した旨の届

土工工事業、管工事
業、ほ装工事業、水
道施設工事業

市高崎町縄
瀬3421－７

(般－14)第7683号

平成19年５月24日
（全廃業）

平成19年５月
24日 〃

建築工事業、大工工
事業、左官工事業、
石工事業、屋根工事
業、タイル・れんが
・ブロック工事業、
内装仕上工事業

一般宮崎県西諸
県郡高原町
大字西麓 1
75－４

柳 健二女柳建設宮 崎 県 知 事 許 可

(般－17)第8689号

平成19年５月30日
（一部廃業）

平成19年５月
30日 〃

管工事業一般宮崎県都城
市高崎町大
牟田1899－
６

福丸 望叙アサヒ工業宮 崎 県 知 事 許 可

(般－14)第 10589号

平成19年５月31日
（一部廃業）

平成19年５月
31日 〃

鉄筋工事業一般宮崎県日南
市吉野方 1
0545－３

小玉 英男女成和鉄工宮 崎 県 知 事 許 可

(般－14)第 10655号

平成19年５月21日
（全廃業）

平成19年５月
21日 〃

土木工事業、建築工
事業、大工工事業、
とび・土工工事業、
屋根工事業、管工事
業、綱構造物工事業、
ほ装工事業、水道施
設工事業

一般宮崎県西諸
県郡高原町
大字西麓 6
45

山本 修高原林業叙宮 崎 県 知 事 許 可

(般－14)第 11627号

病院局企業管理規病院局企業管理規程程

宮 崎 県 病 院 事 業 職 員 倫 理 規 程 を こ こ に 公 表 す る 。

平 成 十 九 年 七 月 五 日

宮 崎 県 病 院 局 長 植 木 英 範

宮 崎 県 病 院 局 企 業 管 理 規 程 第 八 号

本 庁

各 病 院

宮 崎 県 病 院 事 業 職 員 倫 理 規 程

（ 目 的 ）

第 一 条 こ の 規 程 は 、 職 員 が 全 体 の 奉 仕 者 で あ っ て そ の 職 務 は 県 民

か ら 負 託 さ れ た 公 務 で あ る こ と に か ん が み 、 職 員 の 職 務 に 係 る 倫

理 を 保 持 す る た め に 必 要 な 事 項 を 定 め る こ と に よ り 、 職 務 の 執 行

の 公 正 さ に 対 す る 県 民 の 疑 惑 や 不 信 を 招 く よ う な 行 為 の 防 止 を 図

り 、 も っ て 公 務 に 対 す る 県 民 の 信 頼 を 確 保 す る こ と を 目 的 と す る 。

（ 定 義 等 ）

第 二 条 こ の 規 程 に お い て 、 「 職 員 」 と は 、 地 方 公 務 員 法 （ 昭 和 二

十 五 年 法 律 第 二 百 六 十 一 号 ） 第 三 条 第 二 項 に 規 定 す る 一 般 職 に 属

す る 職 員 で あ っ て 、 宮 崎 県 立 病 院 事 業 の 設 置 等 に 関 す る 条 例 （ 昭

和 四 十 一 年 宮 崎 県 条 例 第 四 十 四 号 ） 第 一 条 第 一 項 に 規 定 す る 病 院

事 業 に 従 事 す る 企 業 職 員 を い う 。 た だ し 、 臨 時 又 は 非 常 勤 の 職 に

あ る 者 を 除 く 。

２ こ の 規 程 に お い て 、 「 管 理 職 員 」 と は 、 病 院 事 業 職 員 の 給 与 の

種 類 及 び 基 準 を 定 め る 条 例 （ 平 成 十 八 年 宮 崎 県 条 例 第 二 十 二 号 ）

第 五 条 の 規 定 に よ り 管 理 職 手 当 の 支 給 を 受 け る 職 員 を い う 。

３ こ の 規 程 に お い て 、 「 事 業 者 等 」 と は 、 法 人 （ 法 人 で な い 社 団

又 は 財 団 で 代 表 者 又 は 管 理 人 の 定 め が あ る も の を 含 む 。 ） そ の 他

の 団 体 及 び 事 業 を 行 う 個 人 （ 当 該 事 業 の 利 益 の た め に す る 行 為 を

行 う 場 合 に お け る 個 人 に 限 る 。 ） を い う 。
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４ こ の 規 程 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 事 業 者 等 の 利 益 の た め に す

る 行 為 を 行 う 場 合 に お け る 役 員 、 従 業 員 、 代 理 人 そ の 他 の 者 は 、

前 項 の 事 業 者 等 と み な す 。

５ こ の 規 程 に お い て 、 「 利 害 関 係 者 」 と は 、 職 員 が 職 務 と し て 携

わ る 次 の 各 号 に 掲 げ る 事 務 の 区 分 に 応 じ 、 当 該 各 号 に 定 め る 者 を

い う 。 た だ し 、 職 員 の 職 務 と の 利 害 関 係 が 潜 在 的 な も の に と ど ま

る 者 又 は 職 員 の 裁 量 の 余 地 が 少 な い 職 務 に 関 す る 者 と し て 別 に 定

め る 者 を 除 く 。

一 許 認 可 等 （ 行 政 手 続 法 （ 平 成 五 年 法 律 第 八 十 八 号 ） 第 二 条 第

三 号 に 規 定 す る 許 認 可 等 及 び 宮 崎 県 行 政 手 続 条 例 （ 平 成 七 年 宮

崎 県 条 例 第 二 十 九 号 ） 第 二 条 第 四 号 に 規 定 す る 許 認 可 等 を い う 。

以 下 同 じ 。 ） を す る 事 務 当 該 許 認 可 等 を 受 け て 事 業 を 行 っ て

い る 事 業 者 等 、 当 該 許 認 可 等 の 申 請 を し て い る 事 業 者 等 又 は 個

人 （ 第 二 条 第 四 項 の 規 定 に よ り 事 業 者 等 と み な さ れ る 者 を 除 く 。

以 下 「 特 定 個 人 」 と い う 。 ） 及 び 当 該 許 認 可 等 の 申 請 を し よ う

と し て い る こ と が 明 ら か で あ る 事 業 者 等 又 は 特 定 個 人

二 補 助 金 等 （ 補 助 金 等 の 交 付 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 三 十 九 年 宮 崎

県 規 則 第 四 十 九 号 ） 第 二 条 第 一 項 に 規 定 す る 補 助 金 等 を い う 。

以 下 同 じ 。 ） を 交 付 す る 事 務 当 該 補 助 金 等 （ 県 以 外 の 者 が 相

当 の 反 対 給 付 を 受 け な い で 交 付 す る 給 付 金 で 、 当 該 補 助 金 等 を

直 接 に そ の 財 源 の 全 部 又 は 一 部 と し 、 か つ 、 当 該 補 助 金 等 の 交

付 の 目 的 に 従 っ て 交 付 す る も の を 含 む 。 ） の 交 付 を 受 け て 当 該

交 付 の 対 象 と な る 事 務 又 は 事 業 を 行 っ て い る 事 業 者 等 又 は 特 定

個 人 、 当 該 補 助 金 等 の 交 付 の 申 請 を し て い る 事 業 者 等 又 は 特 定

個 人 及 び 当 該 補 助 金 等 の 交 付 の 申 請 を し よ う と し て い る こ と が

明 ら か で あ る 事 業 者 等 又 は 特 定 個 人

三 立 入 検 査 、 監 査 又 は 監 察 （ 法 令 （ 条 例 及 び 規 則 を 含 む 。 ） の

規 定 に 基 づ き 行 わ れ る も の に 限 る 。 以 下 こ の 号 に お い て 「 検 査

等 」 と い う 。 ） を す る 事 務 当 該 検 査 等 を 受 け る 事 業 者 等 又 は

特 定 個 人

四 不 利 益 処 分 （ 行 政 手 続 法 第 二 条 第 四 号 に 規 定 す る 不 利 益 処 分

及 び 宮 崎 県 行 政 手 続 条 例 第 二 条 第 五 号 に 規 定 す る 不 利 益 処 分 を

い う 。 ） を す る 事 務 当 該 不 利 益 処 分 を し よ う と す る 場 合 に お

け る 当 該 不 利 益 処 分 の 名 あ て 人 と な る べ き 事 業 者 等 又 は 特 定 個

人
五 行 政 指 導 （ 宮 崎 県 行 政 手 続 条 例 第 二 条 第 七 号 に 規 定 す る 行 政

指 導 を い う 。 ） を す る 事 務 当 該 行 政 指 導 に よ り 現 に 一 定 の 作

為 又 は 不 作 為 を 求 め ら れ て い る 事 業 者 等 又 は 特 定 個 人

六 事 業 の 発 達 、 改 善 及 び 調 整 に 関 す る 事 務 （ 前 各 号 に 掲 げ る 事

務 を 除 く 。 ） 当 該 事 業 を 行 っ て い る 事 業 者 等

七 地 方 自 治 法 （ 昭 和 二 十 二 年 法 律 第 六 十 七 号 ） 第 二 百 三 十 四 条

第 一 項 に 規 定 す る 契 約 に 関 す る 事 務 当 該 契 約 を 締 結 し て い る

事 業 者 等 、 当 該 契 約 の 申 込 み を し て い る 事 業 者 等 及 び 当 該 契 約

の 申 込 み を し よ う と し て い る こ と が 明 ら か で あ る 事 業 者 等

八 入 札 （ 地 方 自 治 法 第 二 百 三 十 四 条 第 一 項 に 規 定 す る 一 般 競 争

入 札 及 び 指 名 競 争 入 札 を い う 。 ） に 関 す る 事 務 入 札 に 参 加 す

る た め に 必 要 な 資 格 を 有 す る 事 業 者 等 及 び 当 該 事 業 者 等 を 構 成

員 と す る 事 業 者 団 体 （ 事 業 者 団 体 の 役 員 、 従 業 員 、 代 理 人 そ の

他 の 者 を 含 む 。 ）

６ 職 員 に 異 動 が あ っ た 場 合 に お い て 、 当 該 異 動 前 の 職 に 係 る 当 該

職 員 の 利 害 関 係 者 で あ っ た 者 が 、 異 動 後 引 き 続 き 当 該 職 に 係 る 他

の 職 員 の 利 害 関 係 者 で あ る と き は 、 当 該 利 害 関 係 者 で あ っ た 者 は 、

当 該 異 動 の 日 か ら 起 算 し て 三 年 間 （ 当 該 期 間 内 に 、 当 該 利 害 関 係

者 で あ っ た 者 が 当 該 職 に 係 る 他 の 職 員 の 利 害 関 係 者 で な く な っ た

と き は 、 そ の 日 ま で の 間 ） は 、 当 該 異 動 が あ っ た 職 員 の 利 害 関 係

者 で あ る も の と み な す 。

７ 他 の 職 員 の 利 害 関 係 者 が 、 職 員 を し て そ の 職 に 基 づ く 影 響 力 を

当 該 他 の 職 員 に 行 使 さ せ る こ と に よ り 自 己 の 利 益 を 図 る た め そ の

職 員 と 接 触 し て い る こ と が 明 ら か な 場 合 に お い て は 、 当 該 他 の 職

員 の 利 害 関 係 者 は 、 そ の 職 員 の 利 害 関 係 者 で も あ る も の と み な す 。

（ 倫 理 行 動 規 準 ）

第 三 条 職 員 は 、 宮 崎 県 病 院 事 業 職 員 と し て の 誇 り を 持 ち 、 か つ 、

そ の 使 命 を 自 覚 し 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 事 項 を そ の 職 務 に 係 る 倫 理

の 保 持 を 図 る た め に 遵 守 す べ き 規 準 と し て 、 行 動 し な け れ ば な ら

な い 。

一 職 員 は 、 全 体 の 奉 仕 者 で あ り 、 県 民 の 一 部 に 対 し て の み の 奉

仕 者 で は な い こ と を 自 覚 し 、 職 務 上 知 り 得 た 情 報 に つ い て 県 民

の 一 部 に 対 し て の み 有 利 な 取 扱 い を す る 等 県 民 に 対 し 不 当 な 差

別 的 取 扱 い を し て は な ら ず 、 常 に 公 正 な 職 務 の 執 行 に 当 た ら な

け れ ば な ら な い こ と 。

二 職 員 は 、 常 に 公 私 の 別 を 明 ら か に し 、 い や し く も そ の 職 務 や

地 位 を 自 ら や 自 ら の 属 す る 組 織 の た め の 私 的 利 益 の た め に 用 い

て は な ら な い こ と 。

三 職 員 は 、 法 律 又 は 条 例 に よ り 与 え ら れ た 権 限 の 行 使 に 当 た っ

て は 、 当 該 権 限 の 行 使 の 対 象 と な る 者 か ら の 贈 与 等 を 受 け る 等

の 県 民 の 疑 惑 や 不 信 を 招 く よ う な 行 為 を し て は な ら な い こ と 。

四 職 員 は 、 職 務 の 遂 行 に 当 た っ て は 、 公 共 の 利 益 の 増 進 を 目 指

し 、 全 力 を 挙 げ て こ れ に 取 り 組 ま な け れ ば な ら な い こ と 。

五 職 員 は 、 勤 務 時 間 外 に お い て も 、 自 ら の 行 動 が 公 務 の 信 用 に

影 響 を 与 え る こ と を 常 に 認 識 し て 行 動 し な け れ ば な ら な い こ と 。

（ 管 理 職 員 の 役 割 ）

第 四 条 管 理 職 員 は 、 そ の 職 責 を 十 分 に 自 覚 し 、 率 先 垂 範 し て 職 務

に 係 る 倫 理 の 保 持 及 び 適 正 な 服 務 の 確 保 に 努 め な け れ ば な ら な い 。

２ 管 理 職 員 は 、 そ の 管 理 監 督 す る 職 員 が 、 職 務 に 係 る 倫 理 の 保 持

及 び 適 正 な 服 務 の 確 保 を 図 れ る よ う 的 確 な 指 導 及 び 監 督 に 努 め な

け れ ば な ら な い 。

（ 利 害 関 係 者 と の 間 に お け る 禁 止 行 為 ）

第 五 条 職 員 は 、 次 に 掲 げ る 行 為 を 行 っ て は な ら な い 。

一 利 害 関 係 者 か ら 金 銭 、 物 品 又 は 不 動 産 の 贈 与 （ せ ん 別 、 祝 儀 、

香 典 又 は 供 花 そ の 他 こ れ ら に 類 す る も の と し て さ れ る も の を 含

む 。 ） を 受 け る こ と 。

二 利 害 関 係 者 か ら 金 銭 の 貸 付 け （ 業 と し て 行 わ れ る 金 銭 の 貸 付

け に あ っ て は 、 無 利 子 の も の 又 は 利 子 の 利 率 が 著 し く 低 い も の

に 限 る 。 ） を 受 け る こ と 。

三 利 害 関 係 者 か ら 又 は 利 害 関 係 者 の 負 担 に よ り 、 無 償 で 物 品 又

は 不 動 産 の 貸 付 け を 受 け る こ と 。

四 利 害 関 係 者 か ら 又 は 利 害 関 係 者 の 負 担 に よ り 、 無 償 で 役 務 の

提 供 を 受 け る こ と 。

五 利 害 関 係 者 か ら 未 公 開 株 式 （ 証 券 取 引 法 （ 昭 和 二 十 三 年 法 律

第 二 十 五 号 ） 第 二 条 第 十 六 項 に 規 定 す る 証 券 取 引 所 に 上 場 さ れ

て お ら ず 、 か つ 、 同 法 第 七 十 五 条 第 一 項 の 店 頭 売 買 有 価 証 券 登

録 原 簿 に 登 録 さ れ て い な い 株 式 を い う 。 ） を 譲 り 受 け る こ と 。

六 利 害 関 係 者 か ら 供 応 接 待 を 受 け る こ と 。

七 利 害 関 係 者 と 共 に 遊 技 又 は ゴ ル フ を す る こ と 。

八 利 害 関 係 者 と 共 に 旅 行 （ 公 務 の た め の 旅 行 を 除 く 。 ） を す る

こ と 。

九 利 害 関 係 者 を し て 、 第 三 者 に 対 し 前 各 号 に 掲 げ る 行 為 を さ せ

る こ と 。
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２ 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 職 員 は 、 次 に 掲 げ る 行 為 を 行 う こ と

が で き る 。

一 利 害 関 係 者 か ら 宣 伝 用 物 品 又 は 記 念 品 で あ っ て 広 く 一 般 に 配

布 す る た め の も の の 贈 与 を 受 け る こ と 。

二 多 数 の 者 が 出 席 す る 立 食 パ ー テ ィ ー （ 飲 食 物 が 提 供 さ れ る 会

合 で あ っ て 立 食 形 式 で 行 わ れ る も の を い う 。 以 下 同 じ 。 ） に お

い て 、 利 害 関 係 者 か ら 記 念 品 の 贈 与 を 受 け る こ と 。

三 職 務 と し て 利 害 関 係 者 を 訪 問 し た 際 に 、 当 該 利 害 関 係 者 か ら

提 供 さ れ る 物 品 を 使 用 す る こ と 。

四 職 務 と し て 利 害 関 係 者 を 訪 問 し た 際 に 、 当 該 利 害 関 係 者 か ら

提 供 さ れ る 自 動 車 （ 当 該 利 害 関 係 者 が そ の 業 務 等 に お い て 日 常

的 に 利 用 し て い る も の に 限 る 。 ） を 利 用 す る こ と （ 当 該 利 害 関

係 者 の 事 務 所 等 の 周 囲 の 交 通 事 情 そ の 他 の 事 情 か ら 当 該 自 動 車

の 利 用 が 相 当 と 認 め ら れ る 場 合 に 限 る 。 ） 。

五 職 務 と し て 出 席 し た 会 議 そ の 他 の 会 合 に お い て 、 利 害 関 係 者

か ら 茶 菓 の 提 供 を 受 け る こ と 。

六 多 数 の 者 が 出 席 す る 立 食 パ ー テ ィ ー に お い て 、 利 害 関 係 者 か

ら 飲 食 物 の 提 供 を 受 け る こ と 。

七 職 務 と し て 出 席 し た 会 議 に お い て 、 利 害 関 係 者 か ら 簡 素 な 飲

食 物 の 提 供 を 受 け る こ と 。

３ 第 一 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 職 員 （ 同 項 第 九 号 に 掲 げ る 行

為 に あ っ て は 、 同 号 の 第 三 者 。 以 下 こ の 項 に お い て 同 じ 。 ） が 、

利 害 関 係 者 か ら 、 物 品 若 し く は 不 動 産 を 購 入 し た 場 合 、 物 品 若 し

く は 不 動 産 の 貸 付 け を 受 け た 場 合 又 は 役 務 の 提 供 を 受 け た 場 合 に

お い て 、 そ れ ら の 対 価 が そ れ ら の 行 為 が 行 わ れ た 時 に お け る 時 価

よ り も 著 し く 低 い と き は 、 当 該 職 員 は 、 当 該 利 害 関 係 者 か ら 、 当

該 対 価 と 当 該 時 価 と の 差 額 に 相 当 す る 額 の 金 銭 の 贈 与 を 受 け た も

の と み な す 。

（ 利 害 関 係 者 と の 間 に お け る 禁 止 行 為 の 例 外 ）

第 六 条 職 員 は 、 私 的 な 関 係 （ 職 員 と し て の 身 分 に か か わ ら な い 関

係 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） が あ る 者 で あ っ て 、 利 害 関 係 者 に 該 当 す

る も の と の 間 に お い て は 、 職 務 上 の 利 害 関 係 の 状 況 、 私 的 な 関 係

の 経 緯 及 び 現 在 の 状 況 並 び に そ の 行 お う と す る 行 為 の 態 様 等 に か

ん が み 、 職 務 の 執 行 の 公 正 さ に 対 す る 県 民 の 疑 惑 や 不 信 を 招 く お

そ れ が な い と 認 め ら れ る 場 合 に 限 り 、 前 条 第 一 項 の 規 定 に か か わ

ら ず 、 同 項 各 号 （ 第 九 号 を 除 く 。 ） に 掲 げ る 行 為 を 行 う こ と が で

き る 。

２ 前 項 に 掲 げ る 場 合 の ほ か 、 職 員 は 、 自 己 の 費 用 を 負 担 し 、 職 務

の 執 行 の 公 正 さ に 対 す る 県 民 の 疑 惑 や 不 信 を 招 く お そ れ が な い と

認 め ら れ る 場 合 に 限 り 、 前 条 第 一 項 第 七 号 及 び 第 八 号 に 掲 げ る 行

為 を 行 う こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お い て は 、 あ ら か じ め 倫 理 監

督 職 員 （ 第 十 五 条 に 規 定 す る 職 員 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） の 許 可 を

受 け な け れ ば な ら な い 。

３ 職 員 は 、 前 二 項 の 職 務 の 執 行 の 公 正 さ に 対 す る 県 民 の 疑 惑 や 不

信 を 招 く お そ れ が な い か ど う か を 判 断 す る こ と が で き な い 場 合 に

お い て は 、 倫 理 監 督 職 員 に 相 談 し 、 そ の 指 示 に 従 う も の と す る 。

４ 第 一 項 の 「 職 員 と し て の 身 分 」 に は 、 職 員 が 、 病 院 局 長 の 要 請

に 応 じ 特 別 職 地 方 公 務 員 等 （ 地 方 公 務 員 法 第 二 十 九 条 第 二 項 に 規

定 す る 特 別 職 地 方 公 務 員 等 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） と な る た め 退 職

し 、 引 き 続 き 特 別 職 地 方 公 務 員 等 と し て 在 職 し た 後 、 引 き 続 い て

当 該 退 職 を 前 提 と し て 職 員 と し て 採 用 さ れ た 場 合 （ 一 の 特 別 職 地

方 公 務 員 等 と し て 在 職 し た 後 、 引 き 続 き 一 以 上 の 特 別 職 地 方 公 務

員 等 と し て 在 職 し 、 引 き 続 い て 当 該 退 職 を 前 提 と し て 職 員 と し て

採 用 さ れ た 場 合 を 含 む 。 ） に お け る 特 別 職 地 方 公 務 員 等 と し て の

身 分 を 含 む も の と す る 。

（ 利 害 関 係 者 以 外 の も の 等 と の 間 に お け る 禁 止 行 為 ）

第 七 条 職 員 は 、 利 害 関 係 者 に 該 当 し な い 事 業 者 等 で あ っ て も 、 そ

の も の か ら 供 応 接 待 を 繰 り 返 し 受 け る 等 社 会 通 念 上 相 当 と 認 め ら

れ る 程 度 を 超 え て 供 応 接 待 又 は 財 産 上 の 利 益 の 供 与 を 受 け て は な

ら な い 。

２ 職 員 は 、 自 己 が 行 っ た 物 品 若 し く は 不 動 産 の 購 入 若 し く は 借 受

け 又 は 役 務 の 受 領 の 対 価 を 、 そ の も の が 利 害 関 係 者 で あ る か ど う

か に か か わ ら ず 、 そ れ ら の 行 為 が 行 わ れ た 場 に 居 合 わ せ な か っ た

事 業 者 等 に そ の も の の 負 担 と し て 支 払 わ せ て は な ら な い 。

（ 違 反 行 為 に よ る 利 益 の 享 受 等 の 禁 止 ）

第 八 条 職 員 は 、 他 の 職 員 の 第 五 条 又 は 第 七 条 の 規 定 に 違 反 す る 行

為 に よ っ て 当 該 他 の 職 員 （ 第 五 条 第 一 項 第 九 号 の 規 定 に 違 反 す る

行 為 に あ っ て は 、 同 号 の 第 三 者 ） が 得 た 財 産 上 の 利 益 で あ る こ と

を 知 り な が ら 、 当 該 利 益 の 全 部 若 し く は 一 部 を 受 け 取 り 、 又 は 享

受 し て は な ら な い 。

（ 職 務 に 係 る 倫 理 の 保 持 を 図 る た め の 職 員 の 責 務 ）

第 九 条 職 員 は 、 病 院 局 長 、 倫 理 監 督 職 員 そ の 他 職 員 の 職 務 に 係 る

倫 理 の 保 持 に 責 務 を 有 す る 者 又 は 上 司 に 対 し て 、 自 己 若 し く は 他

の 職 員 が 職 務 に 係 る 法 令 （ 条 例 、 規 則 、 訓 令 及 び 病 院 局 企 業 管 理

規 程 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） に 違 反 す る 行 為 を 行 っ た 疑 い が あ る と

思 料 す る に 足 り る 事 実 に つ い て 、 虚 偽 の 申 述 を 行 い 、 又 は こ れ を

隠 ぺ い し て は な ら な い 。

２ 管 理 職 員 は 、 そ の 管 理 監 督 す る 職 員 が 職 務 に 係 る 法 令 に 違 反 す

る 行 為 を 行 っ た 疑 い が あ る と 思 料 す る に 足 り る 事 実 が あ る と き は 、

こ れ を 黙 認 し て は な ら な い 。

３ 職 員 は 、 他 の 職 員 が 職 務 を 行 う に 当 た り 、 犯 罪 行 為 等 の 重 大 か

つ 明 白 な 法 令 違 反 に か か わ る 行 為 を 行 っ た 疑 い が あ る と 思 料 す る

に 足 り る 事 実 が あ る と き は 、 上 司 又 は 倫 理 監 督 職 員 そ の 他 職 員 の

職 務 に 係 る 倫 理 の 保 持 に 責 務 を 有 す る 者 へ の 報 告 （ 以 下 「 上 司 等

へ の 報 告 」 と い う 。 ） を 行 わ な け れ ば な ら な い 。

４ 職 員 は 、 上 司 の 命 令 が 犯 罪 行 為 等 の 重 大 か つ 明 白 な 法 令 違 反 に

か か わ る 疑 い が あ る と 思 料 す る と き は 、 当 該 上 司 に 意 見 を 述 べ な

け れ ば な ら な い 。

５ 職 員 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 上 司 に 意 見 を 述 べ た に も か か わ ら ず 、

な お 犯 罪 行 為 等 の 重 大 か つ 明 白 な 法 令 違 反 に か か わ る 命 令 が 続 い

た と き は 、 そ の 他 の 上 司 又 は 倫 理 監 督 職 員 そ の 他 職 員 の 職 務 に 係

る 倫 理 の 保 持 に 責 務 を 有 す る 者 へ の 相 談 （ 以 下 「 そ の 他 の 上 司 等

へ の 相 談 」 と い う 。 ） を 行 わ な け れ ば な ら な い 。

６ 第 三 項 又 は 前 項 の 場 合 に お い て 、 職 員 が 、 公 益 通 報 （ 公 益 通 報

者 保 護 法 （ 平 成 十 六 年 法 律 第 百 二 十 二 号 ） 第 二 条 第 一 項 に 規 定 す

る 公 益 通 報 を い う 。 ） を 行 っ た と き は 、 上 司 等 へ の 報 告 又 は そ の

他 の 上 司 等 へ の 相 談 は 行 わ れ た も の と み な す 。

（ 利 害 関 係 者 と 共 に 飲 食 を す る 場 合 の 届 出 ）

第 十 条 職 員 は 、 自 己 の 飲 食 に 要 す る 費 用 に つ い て 利 害 関 係 者 の 負

担 に よ ら な い で 利 害 関 係 者 と 共 に 飲 食 を す る 場 合 に お い て 、 自 己

の 飲 食 に 要 す る 費 用 が 一 万 円 を 超 え る と き は 、 次 に 掲 げ る 場 合 を

除 き 、 あ ら か じ め 、 倫 理 監 督 職 員 が 定 め る 事 項 を 倫 理 監 督 職 員 に

届 け 出 な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 や む を 得 な い 事 情 に よ り あ ら

か じ め 届 け 出 る こ と が で き な か っ た と き は 、 事 後 に お い て 速 や か

に 当 該 事 項 を 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。

一 多 数 の 者 が 出 席 す る 立 食 パ ー テ ィ ー に お い て 、 利 害 関 係 者 と

共 に 飲 食 を す る と き 。

二 私 的 な 関 係 が あ る 利 害 関 係 者 と 共 に 飲 食 を す る 場 合 で あ っ て 、
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自 己 の 飲 食 に 要 す る 費 用 に つ い て 自 己 又 は 自 己 と 私 的 な 関 係 が

あ る 者 で あ っ て 利 害 関 係 者 に 該 当 し な い も の が 負 担 す る と き 。

（ 講 演 等 に 関 す る 規 制 ）

第 十 一 条 職 員 は 、 利 害 関 係 者 か ら の 依 頼 に 応 じ て 報 酬 を 受 け て 、

講 演 、 討 論 、 講 習 若 し く は 研 修 に お け る 指 導 若 し く は 知 識 の 教 授 、

著 述 、 監 修 、 編 さ ん 又 は ラ ジ オ 放 送 若 し く は テ レ ビ ジ ョ ン 放 送 の

放 送 番 組 へ の 出 演 （ 地 方 公 務 員 法 第 三 十 八 条 第 一 項 の 許 可 を 得 て

す る も の を 除 く 。 以 下 「 講 演 等 」 と い う 。 ） を し よ う と す る 場 合

は 、 あ ら か じ め 倫 理 監 督 職 員 の 承 認 を 得 な け れ ば な ら な い 。

（ 倫 理 監 督 職 員 へ の 相 談 ）

第 十 二 条 職 員 は 、 自 ら が 行 う 行 為 の 相 手 方 が 利 害 関 係 者 に 該 当 す

る か ど う か を 判 断 す る こ と が で き な い 場 合 、 利 害 関 係 者 と の 間 で

行 う 行 為 が 第 五 条 第 一 項 各 号 に 掲 げ る 行 為 に 該 当 す る か ど う か を

判 断 す る こ と が で き な い 場 合 そ の 他 こ の 規 程 の 解 釈 に 疑 義 が 生 じ

た 場 合 に は 、 倫 理 監 督 職 員 に 相 談 す る も の と す る 。

（ 贈 与 等 の 報 告 ）

第 十 三 条 管 理 職 員 は 、 事 業 者 等 か ら 、 金 銭 、 物 品 そ の 他 の 財 産 上

の 利 益 の 供 与 若 し く は 供 応 接 待 （ 以 下 「 贈 与 等 」 と い う 。 ） を 受

け た と き 又 は 事 業 者 等 と 職 員 の 職 務 と の 関 係 に 基 づ い て 提 供 す る

人 的 役 務 に 対 す る 報 酬 と し て 次 項 で 定 め る 報 酬 の 支 払 を 受 け た と

き （ 当 該 贈 与 等 を 受 け た 時 又 は 当 該 報 酬 の 支 払 を 受 け た 時 に お い

て 管 理 職 員 で あ っ た 場 合 に 限 り 、 か つ 、 当 該 贈 与 等 に よ り 受 け た

利 益 又 は 当 該 支 払 を 受 け た 報 酬 の 価 額 が 一 件 に つ き 五 千 円 を 超 え

る 場 合 に 限 る 。 ） は 、 一 月 か ら 三 月 ま で 、 四 月 か ら 六 月 ま で 、 七

月 か ら 九 月 ま で 及 び 十 月 か ら 十 二 月 ま で の 各 区 分 に よ る 期 間 （ 以

下 「 四 半 期 」 と い う 。 ） ご と に 、 贈 与 等 報 告 書 （ 別 記 様 式 ） を 、

当 該 四 半 期 の 翌 四 半 期 の 初 日 か ら 起 算 し て 十 四 日 以 内 に 、 病 院 局

長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。

２ 前 項 の 報 酬 は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 報 酬 と す る 。

一 利 害 関 係 者 に 該 当 す る 事 業 者 等 か ら 支 払 を 受 け た 講 演 等 の 報

酬
二 利 害 関 係 者 に 該 当 し な い 事 業 者 等 か ら 支 払 を 受 け た 講 演 等 の

報 酬 の う ち 、 職 員 の 現 在 又 は 過 去 の 職 務 に 関 係 す る 事 項 に 関 す

る 講 演 等 の 報 酬

（ 贈 与 等 報 告 書 の 保 存 等 ）

第 十 四 条 贈 与 等 報 告 書 は 、 倫 理 監 督 職 員 に お い て 、 提 出 期 限 の 翌

日 か ら 起 算 し て 五 年 を 経 過 す る 日 ま で 保 存 し な け れ ば な ら な い 。

２ 前 項 の 規 定 に よ り 保 存 さ れ て い る 贈 与 等 報 告 書 （ 贈 与 等 に よ り

受 け た 利 益 又 は 支 払 を 受 け た 報 酬 の 価 額 が 一 件 に つ き 二 万 円 を 超

え る 場 合 に 限 る 。 ） は 、 宮 崎 県 情 報 公 開 条 例 （ 平 成 十 一 年 宮 崎 県

条 例 第 三 十 六 号 ） 第 七 条 第 二 号 ア に 規 定 す る 公 に す る こ と が 予 定

さ れ て い る 情 報 と す る 。

（ 倫 理 監 督 職 員 ）

第 十 五 条 職 員 の 職 務 に 係 る 倫 理 の 保 持 を 図 る た め 、 倫 理 監 督 職 員

を 置 く 。

２ 倫 理 監 督 職 員 は 、 病 院 局 次 長 と す る 。

（ 倫 理 監 督 職 員 の 責 務 等 ）

第 十 六 条 倫 理 監 督 職 員 は 、 こ の 規 程 に 定 め る 事 項 の 実 施 に 関 し 、

次 に 掲 げ る 責 務 を 有 す る 。

一 職 員 か ら の 相 談 に 応 じ 、 必 要 な 指 導 及 び 助 言 を 行 う こ と 。

二 職 員 が 特 定 の 者 と 県 民 の 疑 惑 や 不 信 を 招 く よ う な 関 係 を 持 つ

こ と が な い か ど う か の 確 認 に 努 め 、 そ の 結 果 に 基 づ き 、 職 員 の

職 務 に 係 る 倫 理 の 保 持 に 関 し 、 必 要 な 指 導 及 び 助 言 を 行 う こ と 。

三 職 員 の 職 務 に 係 る 倫 理 の 保 持 の た め の 体 制 の 整 備 を 行 う こ と 。

四 職 務 に 係 る 法 令 に 違 反 す る 行 為 が あ っ た 場 合 に そ の 旨 を 病 院

局 長 に 報 告 す る こ と 。

２ 倫 理 監 督 職 員 は 、 そ の 指 定 す る 職 員 に 、 こ の 規 程 に 定 め る そ の

職 務 の 一 部 を 行 わ せ る こ と が で き る 。

（ 委 任 ）

第 十 七 条 こ の 規 程 の 施 行 に 関 し 、 必 要 な 事 項 は 別 に 定 め る 。

附 則

（ 施 行 期 日 ）

１ こ の 規 程 は 、 平 成 十 九 年 八 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

（ 経 過 措 置 ）

２ 第 十 三 条 の 規 定 は 、 こ の 規 程 の 施 行 の 日 以 後 に 受 け た 贈 与 等 又

は 支 払 を 受 け た 報 酬 に つ い て 適 用 す る 。
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人事委員会規人事委員会規則則

給 料 の 調 整 額 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す

る 。
平 成 十 九 年 七 月 五 日

宮 崎 県 人 事 委 員 会 委 員 長 黒 木 奉 武

宮 崎 県 人 事 委 員 会 規 則 第 二 十 一 号

給 料 の 調 整 額 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

給 料 の 調 整 額 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 三 十 二 年 宮 崎 県 人 事 委 員 会 規 則

第 七 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

別 表 第 一 宮 崎 海 洋 高 等 学 校 の 項 中

「

を
」

「

に 改 め る 。

」

附 則

こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 し 、 こ の 規 則 に よ る 改 正 後 の 給 料

の 調 整 額 に 関 す る 規 則 の 規 定 は 、 平 成 十 九 年 四 月 一 日 か ら 適 用 す る 。

期 末 手 当 、 勤 勉 手 当 及 び 期 末 特 別 手 当 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正

す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

平 成 十 九 年 七 月 五 日
宮 崎 県 人 事 委 員 会 委 員 長 黒 木 奉 武

宮 崎 県 人 事 委 員 会 規 則 第 二 十 二 号

期 末 手 当 、 勤 勉 手 当 及 び 期 末 特 別 手 当 に 関 す る 規 則 の 一 部 を

改 正 す る 規 則

芋 船 舶 通 信 長 、 一 等 航 海 士 、 一 等 機

関 士 、 二 等 航 海 士 及 び 二 等 機 関 士

芋 実 習 船 に 乗 り 組 み 、 航 海 業 務 そ の

他 の 当 該 実 習 船 の 船 務 に 直 接 従 事 す

る こ と を 本 務 と す る 職 員 （ 茨 に 掲 げ

る 者 を 除 く 。 ）

期 末 手 当 、 勤 勉 手 当 及 び 期 末 特 別 手 当 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 四 十 一

年 宮 崎 県 人 事 委 員 会 規 則 第 十 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 三 条 第 三 号 イ 及 び ハ 中 「 も の 」 を 「 者 」 に 改 め 、 同 号 に 次 の よ

う に 加 え る 。

ニ イ か ら ハ ま で に 掲 げ る 者 に 準 ず る も の と し て 人 事 委 員 会 が

定 め る 者

第 七 条 第 一 項 第 二 号 に 次 の よ う に 加 え る 。

ニ イ か ら ハ ま で に 掲 げ る 者 に 準 ず る も の と し て 人 事 委 員 会 が

定 め る 者

附 則

こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 し 、 こ の 規 則 に よ る 改 正 後 の 期 末

手 当 、 勤 勉 手 当 及 び 期 末 特 別 手 当 に 関 す る 規 則 の 規 定 は 、 平 成 十 九

年 六 月 一 日 か ら 適 用 す る 。

宮 崎 県 警 察 の 組 織 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公

布 す る 。
平 成 十 九 年 七 月 五 日

宮 崎 県 公 安 委 員 会 委 員 長 佐 々 木 文 雄

宮 崎 県 公 安 委 員 会 規 則 第 十 三 号

宮 崎 県 警 察 の 組 織 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

宮 崎 県 警 察 の 組 織 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 五 十 六 年 宮 崎 県 公 安 委 員 会

規 則 第 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 十 一 条 第 七 号 及 び 第 十 三 条 第 一 号 中 「 所 掌 」 を 「 所 管 」 に 改 め

る 。
第 十 六 条 の 二 第 七 号 中 「 所 掌 」 を 「 所 管 」 に 改 め 、 同 条 中 第 八 号

を 第 十 号 と し 、 第 七 号 の 次 に 次 の 二 号 を 加 え る 。

八 組 織 犯 罪 の 取 締 り に 関 す る こ と （ 他 課 の 所 管 に 属 す る も の を

除 く 。 ） 。

九 犯 罪 に よ る 収 益 の 移 転 防 止 に 関 す る こ と 。

附 則

こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

正正 誤誤

平成１９年３月３０日付け県公報（号外第３８号）中

正誤ページ

５ 不要な文言は抹消すること。６ 不要な文言は抹消すること。35
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